
 

 

令
和
三
年
四
月
三
十
日
受
領 

答
弁
第
一
〇
八
号 

   
 

内
閣
衆
質
二
〇
四
第
一
〇
八
号 

 
 
 
 

令
和
三
年
四
月
三
十
日 

内
閣
総
理
大
臣 

菅

 

義

偉 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
長
尾
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樹
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に
対
し
、
別
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
尾
秀
樹
君
提
出
外
来
生
物
の
防
除
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
生
き
餌
、
い
わ
ゆ
る
生
き
て
い
る
昆
虫
や
生
物
は
ど
の
く
ら
い
輸
入
さ
れ
て
い
る
の
か
」
に
特
化
し
た
調
査

は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
財
務
省
の
「
貿
易
統
計
」
に
よ
る
と
、
昆
虫
類
の
輸
入
量
は
、
令
和
二
年
は
約
三
十
五
ト
ン
で
あ

る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
の
輸
入
植
物
検
疫
は
、
国
際
植
物
防
疫
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
十
五
号
）
及
び
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
同
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
検
疫
有
害
動
植
物
（
以
下
単
に
「
検
疫
有

害
動
植
物
」
と
い
う
。
）
の
諸
外
国
か
ら
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
の
用
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
別
の
用
に
供
す
る

た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
検
疫
有
害
動
植
物
の
輸
入
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
又
は
輸
入
禁
止
品
を
輸
入
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
植
物
防
疫
所
に
届

け
出
て
、
植
物
防
疫
官
か
ら
検
疫
有
害
動
植
物
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ



 

２ 

 

れ
て
お
り
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
輸
入
さ
れ
た
検
疫
有
害
動
植
物
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
九
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
官
が
こ
れ
を
廃
棄
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
生
き
て
い
る
昆
虫
や
生
物
の
輸
入
は
原
則
禁
止
と
し
て
許
可
制
に
す
る
な
ど
、
輸
入
規
制
の
強
化
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
検
疫
有
害
動
植
物
に
関
し
て
は
、
植
物
防
疫
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

試
験
研
究
の
用
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
特
別
の
用
に
供
す
る
た
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き

輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
輸
入
植
物
検
疫
の
対
象
と
な
る
有
害
動
植
物

を
定
期
的
に
見
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
特
定
外
来
生
物
（
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
指
定
さ
れ
た
生
物
に
関
し
て
は
、
同

法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
術
研
究
等
の
目
的
で
こ
れ
の
飼
養
等
を
す
る
た
め
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の

者
の
輸
入
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
特
定
外
来
生
物
を
順
次
新
た
に
指
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

３ 

 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

環
境
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
モ
リ
ゴ
キ
ブ
リ
」
が
千
葉
県
の
野
外
で
確
認
さ
れ
た
と
の
事
例
」
に

つ
い
て
は
、
研
究
者
や
地
方
公
共
団
体
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
、
研
究
者
や
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

モ
リ
ゴ
キ
ブ
リ
」
の
駆
除
に
当
た
っ
て
の
助
言
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
情
報

収
集
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
同
省
と
し
て
は
、
現
時
点
で
は
、
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
モ
リ
ゴ
キ
ブ
リ
」
が
「
生
態
系

等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
情
報
を
得
て
い
な
い
。 

二
の
２
、
３
及
び
４
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
特
定
外
来
生
物
の
指
定
に
際
し
、
手
続
き
を
迅
速
化
さ
せ
る
」
こ
と
、
「
特
定
外
来
生
物
等
以
外
の
外
来
生

物
に
対
す
る
規
制
の
強
化
」
及
び
「
今
後
の
特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
環
境
省
の
請
負
契

約
者
が
運
営
す
る
「
外
来
生
物
対
策
の
あ
り
方
検
討
会
」
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て

は
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

検
疫
有
害
動
植
物
に
関
し
て
は
、
国
際
植
物
防
疫
条
約
の
枠
組
み
の
中
で
新
た
に
策
定
さ
れ
た
国
際
基
準
も
踏
ま
え
、
輸



 

４ 

 

入
植
物
検
疫
を
行
い
、
諸
外
国
か
ら
の
侵
入
防
止
に
努
め
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
特
定
外
来
生
物
の
う
ち
、
特
に
著
し
い
被
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
ヒ
ア
リ
に
関
し
て
は
、
関
係
省
庁
に
よ
る

会
議
を
設
置
し
、
水
際
で
の
調
査
の
実
施
や
関
係
者
へ
の
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

有
用
な
植
物
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
有
害
動
植
物
に
関
し
て
は
、
国
際
植
物
防
疫
条
約
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た

「
植
物
検
疫
措
置
に
関
す
る
委
員
会
」
に
お
い
て
、
我
が
国
を
含
む
締
約
国
の
間
で
、
そ
の
侵
入
及
び
ま
ん
延
を
防
止
す
る

た
め
の
共
同
の
、
か
つ
、
有
効
な
措
置
を
確
保
す
る
た
め
、
規
制
有
害
動
植
物
に
対
す
る
植
物
検
疫
処
理
等
の
国
際
基
準
の

策
定
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
新
た
な
国
際
基
準
の
策
定
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
（
平
成
五
年
条
約
第
九
号
）
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
締
約
国
会
議
で
の
採
択
に
向

け
、
我
が
国
を
含
む
締
約
国
の
間
で
、
生
物
多
様
性
に
関
す
る
新
た
な
世
界
目
標
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
外
来

生
物
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
目
標
の
一
つ
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
国
際
的
な
取
組
に
積
極
的
に
参
画
し
て
ま
い
り
た
い
。 


